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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数回の鍛造加工による軸受粗成形品の製造方法であって、質量％で、Ｃ：０．７～１
．２％およびＣｒ：０．８～１．８％を含有する高炭素クロム軸受鋼鋼材を、６００℃以
上の加熱速度を１０℃／ｓ以上としてＡｅ1点～（Ａｅｍ点＋５０℃）の温度域の温度Ｔ
℃まで加熱し、次いで該温度Ｔ℃に到達後１０ｍｉｎ以内（１０ｍｉｎを含む）に加工を
開始し、（Ａｒ1点＋１５０℃）～Ａｒ1点の温度域において、加工間隔を２ｓ以下として
１加工あたり５％以上の変形量で複数回の鍛造加工を行って所定の粗成形品形状にした後
、４００℃までの温度域を５℃／ｓ以下の冷却速度で冷却することを特徴とする軸受粗成
形品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数回の鍛造加工によって軸受粗成形品を製造する方法に関し、詳しくは、
熱間鍛造によって所定の形状に粗成形した後の球状化焼鈍を省略あるいはその球状化焼鈍
の時間を短縮することが可能な軸受粗成形品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車や産業機械などに用いられる軸受部品のうちでも軌道輪のような部品は、
一般に、ＪＩＳ　Ｇ　４８０５（１９９９）に規定されたＳＵＪ１～５に代表される高炭
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素クロム軸受鋼鋼材を素材として、熱間鍛造によって所定の形状に粗成形した後、転造加
工などの冷間加工や切削加工を施して最終形状とし、その後さらに焼入れ－焼戻しのいわ
ゆる「調質処理」を行って仕上げられていた。そして、その際の熱間鍛造としては、非特
許文献１に示されているように、鍛造加工を複数回施すことにより内外輪を同時に粗成形
する方法が採られている。
【０００３】
　しかしながら、熱間鍛造後の軸受粗成形品のミクロ組織は、通常パーライトの単相組織
あるいはパーライト組織に加えてベイナイトなど硬質相を含んだ混合組織であるので、熱
間鍛造ままの軸受粗成形品は冷間加工性や切削加工性に劣っている。
【０００４】
　このため、熱間鍛造後の軸受粗成形品には、冷間加工性や切削加工性を高めるために、
球状化焼鈍と呼ばれる２０時間を超えるような長時間の熱処理を施し、ミクロ組織をフェ
ライトと球状セメンタイトの混合組織に変えることが一般に行われてきた。
【０００５】
　しかしながら、上記長時間の球状化焼鈍は多大なエネルギーを消費するばかりか、生産
性を低下させてコスト上昇を招く処理である。
【０００６】
　したがって、産業界からは、熱間鍛造後の軸受粗成形品の球状化焼鈍を省略するか、あ
るいは省略できないまでもその時間を大幅に短縮して、エネルギー消費を少なくし、また
工程を簡略化して生産性を高めたいとの要望が大きくなっている。
【０００７】
　軸受部品の製造工程における生産性改善のため、軸受鋼鋼材の製造過程の熱履歴を改善
し、球状化焼鈍を省略あるいは球状化焼鈍時間の短縮を可能とする製造方法は、例えば、
特許文献１～４に提案されている。
【０００８】
　すなわち、特許文献１には、特定の成分範囲に調整された炭素鋼を８５０℃以上の温度
に加熱し圧下率３０～６０％の熱間圧延を行う段階と、前記熱間圧延後Ａｃ1変態点～Ａc

m変態点の温度域で６０～９００秒間の保持をした後に同一温度域で圧下率３０～６０％
の熱間圧延を行う段階と、前記熱間圧延後６００℃の温度まで１℃／ｓ以下の冷却速度で
徐冷する段階と、を有して成る「高炭素鋼材の直接軟化熱処理方法」が開示されている。
【０００９】
　なお、この特許文献１で提案された技術は、熱間圧延の加工途中において、Ａｃ1変態
点～Ａcm変態点の温度域で６０～９００秒間の保持させることによりオーステナイト粒か
ら初析セメンタイトを析出させ、さらに圧下率３０～６０％の熱間圧延を行った後に６０
０℃の温度まで１℃／ｓ以下の冷却速度で徐冷することで、軟質なパーライト組織または
疑似パーライト組織を得ることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、特許文献２には、Ｃ：０．８～１．３質量％を含有する鋼材を、熱間圧延におけ
る仕上圧延温度を８５０℃以下、冷却開始温度を８５０℃以下に制御し、且つ、該冷却開
始温度から６００℃の範囲における平均冷却速度を０．１～５℃／ｓで冷却する「伸線前
の熱処理が省略可能な伸線加工性に優れた線状または棒状鋼の製造方法」が開示されてい
る。
【００１１】
　なお、上記特許文献２で提案された技術は、「加熱」→所定の線径まで「圧延」→「冷
却」という一連の製造工程において、仕上圧延の前に初析セメンタイトを析出させ、仕上
圧延温度を８５０℃以下に制御することによってその初析セメンタイトを仕上圧延過程で
破壊して１０以下のアスペクト比（「長径／短径」）になるようにし、さらに、冷却開始
温度から６００℃の範囲における平均冷却速度を０．１～５℃／ｓとして冷却することに
よって、短径が２μｍ以下の初析セメンタイトを得るものである。
【００１２】
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　特許文献３には、特定の化学組成を有する鋼素材に対し、熱間圧延の仕上圧延を該鋼素
材の（Ａｒ1－５０℃）～（Ａｒ1＋５０℃）の温度域で減面率が２０％以上となるように
行い、直ちに冷却速度０．５℃／ｓ以下で、５００℃以下まで冷却する「熱間圧延ままで
球状化炭化物組織を有する軸受け用線材・棒鋼の製造方法」が開示されている。
【００１３】
　この特許文献３で提案された技術は、Ａｒ1点近傍の温度で圧延加工を施すことによる
加工歪の蓄積によって、層状パーライトを構成している板状セメンタイトが微細に分断さ
れ、同時にパーライトおよびフェライト組織全体も加工を受けて、転位密度の上昇や各相
間の界面エネルギーが増加し、続く冷却速度０．５℃／ｓ以下での徐冷によってセメンタ
イトが球状化されるものである。
【００１４】
　さらに、特許文献４には、重量％で、Ｃ：０．８～１．２％およびＣｒ：０．９～１．
８％を含有する高炭素クロム軸受鋼を、抽出から仕上げ圧延に至る間、全断面内において
温度がＡ１点～Ａｃｍ点の間にあるように制御して圧延することにより球状化組織を得、
後続する球状化焼鈍工程を省略または短縮して棒鋼または線材を得る「軸受鋼圧延材の製
造方法」が開示されている。
【００１５】
　上記の特許文献４で提案された技術は、圧延を、全断面が同じ二相領域にあるように温
度の均一化をはかり、かつ、従来法より低い温度範囲で圧延を行うことにより、被圧延材
の中に大きな歪みを生じさせて、その歪みを後続する焼鈍工程における速やかな球状化の
駆動力として利用させるものである。
【００１６】
【特許文献１】特開平１－２５５６２３号公報
【特許文献２】特開２００３－１２９１７６号公報
【特許文献３】特開２００４－１９０１２７号公報
【特許文献４】特開平１１－２８６７２４号公報
【非特許文献１】「リング素形材」（平岡和彦：特殊鋼、Ｖｏｌ．４７（１９９８）Ｎｏ
．２、ｐ．４２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　特許文献１～４で提案された技術はいずれも、「熱間圧延」によって棒鋼や線材を製造
する過程の技術である。このため、自動車や産業機械などに用いられる軸受部品のうちで
も軌道輪のような、「熱間鍛造」によって所定の形状に粗成形する部品に対して必ずしも
適用できるものではなかった。
【００１８】
　これは、「熱間鍛造」が、素材に複数回の加工を加えるという点では、複数回の圧下を
加える「熱間圧延」と同様であるものの、次の（イ）～（ハ）の点で「熱間圧延」とは大
きく異なる加工であるためである。
【００１９】
　（イ）加工開始から終了までの時間が短い、
　（ロ）加工から次の加工までの時間である加工間隔（以下、「加工間のインターバル時
間」ともいう。）が短い、
　（ハ）圧延設備とは異なって鍛造設備の場合には鍛造機の間に水冷設備や再加熱設備な
どを連続的に設置することができない。
【００２０】
　したがって、前記特許文献１～４に開示された熱間圧延の熱履歴は熱間鍛造にそのまま
適用できるものではなく、たとえ適用しても、意図する球状化焼鈍の省略効果や球状化焼
鈍時間の短縮効果が得られるものではなかった。
【００２１】
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　すなわち、特許文献１で提案された技術は、熱間加工の途中段階においてＡｃ1変態点
～Ａcm変態点の温度域で６０～９００秒間の保持工程が必要であり、熱間鍛造の工程にこ
のような長時間の保持工程を導入するには、鍛造工程を分割して、例えば、トンネル加熱
炉のような新たな設備を設ける必要が生じてしまう。
【００２２】
　また、特許文献２や特許文献３で提案された、仕上加工温度を低くして徐冷するという
技術を熱間鍛造に適用してみても、それだけでは、十分な球状化焼鈍時間の短縮効果が得
られなかった。
【００２３】
　さらに、特許文献４で提案された、抽出から仕上圧延に至る間、全断面の温度を二相領
域とする熱間加工の技術を熱間鍛造に適用した場合にも、十分な球状化焼鈍時間の短縮効
果は得られなかった。
【００２４】
　そこで、本発明の目的は、熱間鍛造後の軸受粗成形部品に対して、冷間加工性や切削加
工性を高めるために施されていた、２０時間を超えるような長時間の球状化焼鈍を省略あ
るいはその球状化焼鈍の時間を短縮することが可能な軸受粗成形品の製造方法を提供する
ことである。
【００２５】
　より具体的には、球状化焼鈍時間を従来の半分程度に短縮することが可能な軸受粗成形
品の製造方法を提供することである。さらには、従来の球状化焼鈍で得られる球状セメン
タイトを球状化焼鈍を行わずとも得ることが可能な軸受粗成形品の製造方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明者らは、前記した課題を解決するために、先ず、球状化焼鈍時間短縮効果を得る
ための最適なミクロ組織について検討を行った。その結果、下記（１）～（４）の知見を
得た。
【００２７】
　（１）球状化焼鈍時間短縮のためには、熱間鍛造された状態で、セメンタイトをアスペ
クト比の小さい、すなわち可能な限り球状に近い形態にしておく必要がある。
【００２８】
　（２）しかしながら、通常の熱間鍛造では旧オーステナイト粒界に沿って初析セメンタ
イトがネットワーク状に析出する。したがって、初析セメンタイトを旧オーステナイト粒
界以外の多数の析出サイトで核生成・成長させることが、旧オーステナイト粒界に沿った
ネットワーク状の初析セメンタイトの析出を抑制するのに有効である。
【００２９】
　（３）球状化焼鈍時間短縮にはアスペクト比の小さい微細なセメンタイトが多ければ効
果的であるものの、セメンタイトが微細化しすぎると軸受粗成形品の硬さが高くなりすぎ
るので、最終形状にするための冷間加工や切削加工における加工性を阻害する可能性があ
る。
【００３０】
　（４）したがって、セメンタイトは適度な大きさに成長させる必要がある。
【００３１】
　そこで本発明者らは、上記のミクロ組織を得るための手段を検討し、「熱間圧延」に対
して「熱間鍛造」の短所と考えられていた前記（ロ）の「加工間のインターバル時間が短
いこと」を積極的に活用する次の（５）を着想するに至った。
【００３２】
　（５）熱間鍛造の加工温度を低くするとともに、加工から次の加工までの時間である加
工間隔に制限を加えれば加工歪を蓄積することができるので、この加工歪を利用して初析
セメンタイトを旧オーステナイト粒内にも均一に加工誘起析出させれば、旧オーステナイ
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ト粒界に沿って析出するネットワーク状の初析セメンタイトの形成を抑制できる可能性が
ある。
【００３３】
　そこで、上記（５）の着想に基づいて確認試験を行ったところ、下記（６）に示す事項
が明らかになった。
【００３４】
　（６）熱間鍛造の加工温度を低くするとともに加工間隔を短くすれば、旧オーステナイ
ト粒界に沿って析出していた初析セメンタイトを、ネットワーク状からアスペクト比の小
さい形状に変化させることができる。しかしながら、その析出サイトは依然として旧オー
ステナイト粒界に限られ、旧オーステナイト粒内においてはパーライト変態による板状セ
メンタイトが析出してしまう。すなわち、熱間鍛造の加工温度を低くして加工間隔を短く
するだけでは、旧オーステナイト粒内にアスペクト比の小さい初析セメンタイトを加工誘
起析出させることはできない。
【００３５】
　そこでさらに、本発明者らは、旧オーステナイト粒内においてもアスペクト比の小さい
形態のセメンタイトを得る手段について種々検討を行い、下記（７）～（１０）の知見を
得た。
【００３６】
　（７）旧オーステナイト粒内にセメンタイトを予め残存させておけば、その残存セメン
タイトの周辺にも加工歪を蓄積することが可能となり、初析セメンタイトを旧オーステナ
イト粒内にも均一に加工誘起析出させることができる可能性がある。
【００３７】
　（８）すなわち、熱間鍛造の加熱において素材を完全にオーステナイト化するのではな
く、加熱前の素材に存在していたパーライト中のセメンタイトが粒状や球状にある程度残
るような状態、すなわち急速に加熱して、速やかに熱間鍛造を開始すれば、その旧オース
テナイト粒内の微細な粒状や球状の残存セメンタイトが初析セメンタイトの加工誘起析出
の析出サイトとなる。
【００３８】
　（９）そして、鍛造温度を低くするとともに加工間隔を短くして、特定量以上の変形量
で複数回の鍛造加工を行って所定の粗成形品形状にし、さらにその後特定の冷却速度で冷
却すれば、旧オーステナイト粒界だけではなく旧オーステナイト粒内にも初析セメンタイ
トが微細に加工誘起析出し、さらに蓄積された加工歪によって炭素の拡散も促進されるの
で、加工誘起析出した初析セメンタイトや残存セメンタイトを適度な大きさに成長させる
ことができる。
【００３９】
　（１０）その結果、従来の熱間鍛造方法の場合に析出していた旧オーステナイト粒界に
沿ったネットワーク状の初析セメンタイト、さらには、従来の熱間鍛造方法や加工温度を
低くするとともに加工間隔を短くしただけの熱間鍛造方法の場合に析出する旧オーステナ
イト粒内に生成されるパーライトを構成する板状セメンタイトは、ともに生成が抑制され
ることとなるので、アスペクト比の小さいセメンタイト、換言すれば、球状に近い形態の
セメンタイトが得られる。
【００４０】
　そこで本発明者らは、さらに、質量％で、０．７～１．２％のＣおよび０．８～１．８
％のＣｒを含有する種々の高炭素クロム軸受鋼鋼材を用いて、具体的に種々の熱間鍛造条
件で試験を繰り返した。その結果、下記（１１）～（１５）の知見を得た。
【００４１】
　（１１）６００℃以上の加熱速度を１０℃／ｓ以上としてＡｅ1点～（Ａｅｍ点＋５０
℃）の温度域の温度Ｔ℃まで加熱し、次いで該温度に到達後１０ｍｉｎ以内（１０ｍｉｎ
を含む）に加工を開始することにより、熱間鍛造の素材である被鍛造材に存在していたパ
ーライト中の微細な粒状や球状のセメンタイトを、熱間鍛造の開始時に、旧オーステナイ
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ト粒内に残存させることができる。
【００４２】
　（１２）（Ａｒ1点＋１５０℃）～Ａｒ1点の温度域において、鍛造の加工間隔を２ｓ以
下として１加工あたり５％以上の変形量で複数回の加工を行うことにより、微細な初析セ
メンタイトを旧オーステナイト粒界および旧オーステナイト粒内に均一に加工誘起析出さ
せることができ、さらに、加工後の冷却過程において、この初析セメンタイトと残存セメ
ンタイトを適度な大きさに成長させて、アスペクト比の極めて小さい球状に近い形態のセ
メンタイトにすることができる。
【００４３】
　（１３）但し、上記（１２）における鍛造はＡｒ1点以上で行うため、オーステナイト
中に固溶しているＣ（炭素）が全て鍛造時に初析セメンタイトとして加工誘起析出する訳
ではないので、鍛造後の冷却過程においてもなおセメンタイトの析出が生じる。しかしな
がら、初析セメンタイトが加工誘起析出することによってオーステナイト中の炭素の固溶
量が少なくなっているため、鍛造終了後４００℃までの温度域を５℃／ｓ以下の冷却速度
で冷却すれば、パーライト変態が抑制され、換言すれば、板状セメンタイトの析出が抑制
されるので、球状とまではいえないもののアスペクト比の比較的小さい初析セメンタイト
が析出することとなる。
【００４４】
　（１４）そして、上記のようにして熱間鍛造することにより、下記に示す（ａ）～（ｃ
）を満たす球状に近いセメンタイトとフェライトからなるミクロ組織を有する軸受粗成形
品が得られる。
  （ａ）セメンタイトのうちで、アスペクト比が２．０以下であるものの割合が５０％以
上、
　（ｂ）セメンタイトのうちで、アスペクト比が５．０以下であるものの割合が７５％以
上、
　（ｃ）上記（ａ）のアスペクト比が２．０以下であるセメンタイトの平均粒径が０．１
６μｍ以上。
【００４５】
　なお、前記の「アスペクト比」とは「長径／短径」のことを指す。以下の説明において
は、長径を「Ｌ」、短径を「Ｗ」といい、さらに、アスペクト比を「Ｌ／Ｗ」ということ
がある。
【００４６】
　（１５）上記（ａ）～（ｃ）を満たす球状に近いセメンタイトとフェライトからなるミ
クロ組織を有することにより、球状化焼鈍時間の短縮が可能となるに加え、さらにより望
ましい加熱条件や鍛造条件を選択すれば、球状化焼鈍の省略も可能となる。
【００４７】
　本発明は、上記の知見に基づいて完成されたものであり、その要旨は、下記に示す軸受
粗成形品の製造方法にある。
【００４８】
　「複数回の鍛造加工による軸受粗成形品の製造方法であって、質量％で、Ｃ：０．７～
１．２％およびＣｒ：０．８～１．８％を含有する高炭素クロム軸受鋼鋼材を、６００℃
以上の加熱速度を１０℃／ｓ以上としてＡｅ1点～（Ａｅｍ点＋５０℃）の温度域の温度
Ｔ℃まで加熱し、次いで該温度Ｔ℃に到達後１０ｍｉｎ以内（１０ｍｉｎを含む）に加工
を開始し、（Ａｒ1点＋１５０℃）～Ａｒ1点の温度域において、加工間隔を２ｓ以下とし
て１加工あたり５％以上の変形量で複数回の鍛造加工を行って所定の粗成形品形状にした
後、４００℃までの温度域を５℃／ｓ以下の冷却速度で冷却することを特徴とする軸受粗
成形品の製造方法。」
　なお、本発明における「Ａｅ1点」および「Ａｅｍ点」はそれぞれ、平衡状態における
共析温度および平衡状態においてセメンタイトがオーステナイトに完全に固溶する温度を
指す。
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【００４９】
　また、上記の「変形量」とは、粗成形品に加わった相当塑性歪の平均値を指し、相当塑
性歪は、益田らが「改訂工業塑性力学」（１９９５年２月２０日　第１５版、株式会社養
賢堂発行）の第１１３ページに示した手法により、鍛造で変形した断面内の歪を一軸引張
りの塑性歪へ換算することにより求めることができる。
【００５０】
　以下、上記の軸受粗成形品の製造方法に係る発明を、「本発明」という。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明によれば、従来、熱間鍛造後の軸受粗成形部品に対して、冷間加工性や切削加工
性を高めるために施されていた２０時間を超えるような長時間の球状化焼鈍を省略あるい
はその球状化焼鈍の時間を短縮することができるので、エネルギー消費の少ない低コスト
かつ高い生産性の下に軸受部品、なかでも軌道輪のような部品を製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、本発明の各要件について詳しく説明する。なお。以下の説明における各元素の含
有量の「％」表示は「質量％」を意味する。
【００５３】
　（Ａ）高炭素クロム軸受鋼鋼材の化学組成
　Ｃ：０．７～１．２％
　Ｃは、最終製品としての自動車や産業機械などに用いられる軸受部品に、必要な強度を
確保させるために必須の元素である。特に、疲労寿命向上の目的でセメンタイト量を増加
させることが必要なため、０．７％以上の量を含有させる必要がある。しかしながら、そ
の含有量が１．２％を超えると、熱間鍛造によって所定の形状に成形した軸受粗成形品の
硬さが高くなりすぎるため、最終形状にするための冷間加工性や切削加工の低下を招いて
しまう。また、最終形状にした後に行う焼入れ処理の際に、焼割れを生じやすくなる。し
たがって、Ｃの含有量は、０．７～１．２％とした。なお、所望の効果を安定して得るた
めに、Ｃの含有量は０．８～１．１％とすることが好ましい。
【００５４】
　Ｃｒ：０．８～１．８％
　Ｃｒは、鋼の焼入性を高めるとともに、セメンタイトを熱的に安定化させ、高温域にお
けるセメンタイトのマトリックス中への固溶を抑止する作用を有する。この効果はＣｒの
含有量が０．８％以上で発揮される。しかしながら、Ｃｒの含有量が１．８％を超えると
、前記の効果が飽和するだけでなく、最終形状にした後に行う焼入れ処理の際に、焼割れ
を生じやすくなり、また、耐疲労特性など機械的性質の低下を招く。したがって、Ｃｒの
含有量を０．８～１．８％とした。なお、Ｃｒの含有量は０．９～１．６％とすることが
好ましい。
【００５５】
　上記の理由から、本発明に係る軸受粗成形品の製造方法においては、Ｃ：０．７～１．
２％およびＣｒ：０．８～１．８％を含有する高炭素クロム軸受鋼鋼材を用いることとし
た。
【００５６】
　高炭素クロム軸受鋼鋼材の好ましい化学組成としては、例えば、Ｃ：０．７～１．２％
、Ｃｒ：０．８～１．８％、Ｓｉ：１．２％以下、Ｍｎ：１．５％以下、Ｐ：０．０３％
以下、Ｓ：０．０２５％以下を含有し、残部がＦｅおよび不純物からなるものが挙げられ
る。
【００５７】
　上記高炭素クロム軸受鋼鋼材のうちでもより好ましい化学組成としては、Ｃ：０．７～
１．２％、Ｃｒ：０．８～１．８％、Ｓｉ：０．０５～１．０％、Ｍｎ：０．２～１．２
％、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．０２％以下を含有し、残部がおよ及び不純物からなる
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ものが挙げられる。
【００５８】
　上述した各高炭素クロム軸受鋼鋼材の不純物としては、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｌ、ＮおよびＯ
のような炭化物を形成しない元素の含有量は、Ｃｕ：０．２％以下、Ｎｉ：０．２５％以
下、Ａｌ：０．０５％以下、Ｎ：０．０１５％以下およびＯ：０．００２％以下程度であ
れば何ら球状化には影響しない。一方、不純物のうち炭化物を形成する元素の場合は、特
にＭｏについて、その含有量を０．０８％以下とするのが好ましい。
【００５９】
　また、高炭素クロム軸受鋼鋼材の好ましい化学組成としては、Ｃ：０．７～１．２％、
Ｃｒ：０．８～１．８％、Ｓｉ：１．２％以下、Ｍｎ：１．５％以下、Ｐ：０．０３％以
下、Ｓ：０．０２５％以下、Ｍｏ：０．５％以下を含有し、残部がＦｅ及び不純物からな
るものも挙げられる。
【００６０】
　上記の高炭素クロム軸受鋼鋼材うちでもより好ましい化学組成としては、Ｃ：０．７～
１．２％、Ｃｒ：０．８～１．８％、Ｓｉ：０．０５～１．０％、Ｍｎ：０．２～　１．
２％、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｍｏ：０．０５～０．４％を含有し、
残部がＦｅ及び不純物からなるものが挙げられる。
【００６１】
　上述した各高炭素クロム軸受鋼鋼材の不純物としても、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｌ、ＮおよびＯ
のような炭化物を形成しない元素の量は、Ｃｕ：０．２％以下、Ｎｉ：０．２５％以下、
Ａｌ：０．０５％以下、Ｎ：０．０１５％以下およびＯ：０．００２％以下程度であれば
何ら球状化には影響しない。
【００６２】
　（Ｂ）高炭素クロム軸受鋼鋼材の加熱条件
　本発明においては、前記（Ａ）項で述べた化学組成を有する高炭素クロム軸受鋼鋼材を
、６００℃以上の加熱速度を１０℃／ｓ以上としてＡｅ1点～（Ａｅｍ点＋５０℃）の温
度域の温度Ｔ℃まで加熱し、次いで該温度Ｔ℃に到達後１０ｍｉｎ以内（１０ｍｉｎを含
む）に加工を開始する必要がある。
【００６３】
　これは、被鍛造材、すなわち、熱間鍛造によって所定の形状に粗成形する前の鋼材に存
在していたパーライト中のセメンタイトを、鍛造のための加熱段階でマトリックス中に全
て固溶させてしまうのではなく、熱間鍛造過程での初析セメンタイトの析出サイトとして
活用できるように、微細な粒状または球状の状態で可能な限り残存させるようにすること
が重要なためである。
【００６４】
　したがって、被鍛造材は急速に加熱して、速やかに熱間鍛造を開始する必要がある。
【００６５】
　６００℃以上の加熱速度を１０℃／ｓ以上にすることで、比較的高温域まで非平衡状態
を保ち、Ａｅｍ点を多少超えた温度でも短時間であればセメンタイトが残存可能となる。
６００℃以上の加熱速度が１０℃／ｓ未満の場合には、加熱保持時にセメンタイトが残存
できる温度範囲が狭くなってしまう。したがって、６００℃以上の加熱速度は１０℃／ｓ
以上とした。６００℃以上の加熱速度は１５℃／ｓ以上とすることが好ましい。
【００６６】
　なお、上記の加熱速度を大きくしすぎると、過剰な加熱設備の増強が必要となりコスト
が増大するため、６００℃以上の加熱速度は５００℃／ｓ以下とするのが好ましい。
【００６７】
　６００℃以上の加熱速度を１０℃／ｓ以上とした場合であっても、加熱温度Ｔ℃が（Ａ
ｅｍ点＋５０℃）を超えた場合には、熱間鍛造開始時に素材は完全にオーステナイト化し
、炭素は完全に固溶してしまうのでセメンタイトは残存できず、熱間鍛造後の冷却過程で
オーステナイトはパーライト変態し、旧オーステナイト粒内に板状セメンタイトが析出し
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てしまう。
【００６８】
　一方、加熱温度Ｔ℃がＡｅ1点より低い場合には、素材のパーライトそのものが残存し
、熱間鍛造後のミクロ組織はパーライト組織となり、板状セメンタイトが多数残存する。
このような場合には、球状化焼鈍時間の短縮効果は得られない。
【００６９】
　したがって、加熱温度Ｔ℃はＡｅ1点～（Ａｅｍ点＋５０℃）とした。なお、球状化焼
鈍の省略効果を得るためには、加熱温度Ｔ℃は（Ａｅ1点＋１５℃）～（Ａｅｍ点－４５
℃）とすることが好ましい。
【００７０】
　前記加熱温度Ｔ℃に到達後加工開始までの時間が長くなるにつれ、残存セメンタイトは
時間とともにその数が減少し、１０ｍｉｎを超えると、炭素は完全に固溶してしまうので
セメンタイトは残存できず、熱間鍛造後の冷却過程でオーステナイトはパーライト変態し
、旧オーステナイト粒内に板状セメンタイトが析出してしまう。したがって、前記加熱温
度Ｔ℃に到達後加工開始までの時間は１０ｍｉｎ以内（１０ｍｉｎを含む）とした。加熱
温度Ｔ℃に到達後加工開始までの時間は５ｍｉｎ以内（５ｍｉｎを含む）とすることが望
ましい。
【００７１】
　なお、加熱温度Ｔ℃に到達すれば、その直後に加工を開始しても問題ない。
【００７２】
　また、その加熱方法については特に規定する必要はなく、６００℃以上の加熱速度が１
０℃／ｓ以上になりさえすればよいので、例えば、高周波誘導加熱や通電加熱方式を用い
るのが望ましい。
【００７３】
　（Ｃ）高炭素クロム軸受鋼鋼材の加熱後の鍛造条件
　本発明においては、前記（Ａ）項で述べた化学組成を有する高炭素クロム軸受鋼鋼材を
、前記（Ｂ）項に記載の条件で加熱し、次いで、（Ａｒ1点＋１５０℃）～Ａｒ1点の温度
域において、加工間隔を２ｓ以下として１加工あたり５％以上の変形量で複数回の鍛造加
工を行う必要がある。
【００７４】
　これは、初析セメンタイトのアスペクト比を小さくするには、旧オーステナイト粒界に
沿って析出するネットワーク状の初析セメンタイトを抑制する必要があって、そのために
は、熱間鍛造時に旧オーステナイト粒界および旧オーステナイト粒内に、初析セメンタイ
トを加工誘起析出させ、さらに成長させることが重要なためである。
【００７５】
　したがって、熱間鍛造の加工温度を低くするとともに、加工間隔を短くする必要がある
。
【００７６】
　先ず、鍛造温度を低くすることによって、加工歪を蓄積することが可能となる。すなわ
ち、鍛造によって多くの転位が導入されるが、鍛造温度が低い場合には導入された転位は
容易には消失せず、旧オーステナイト粒界や、旧オーステナイト粒内の残存セメンタイト
の付近に集積することとなって転位密度が高くなり、その近傍で初析セメンタイトが優先
的に析出、つまり、加工誘起析出することとなる。さらに、加工歪によってＣ（炭素）の
拡散が促進されるので、初析セメンタイトあるいは残存セメンタイトは適度な大きさに成
長する。そして、このような効果は、（Ａｒ1点＋１５０℃）～Ａｒ1点の温度域で鍛造加
工を行うことによって得ることができる。
【００７７】
　鍛造温度が（Ａｒ1点＋１５０℃）より高い場合には、導入された転位はオーステナイ
ト粒の再結晶駆動力として消費されるため、加工誘起析出は起こらず、初析セメンタイト
は旧オーステナイト粒界に沿ってネットワーク状に析出してしまう。一方、鍛造温度がＡ
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ｒ1点より低い場合には、多くの転位を導入できるももの、鍛造加工の前にオーステナイ
トがフェライトとセメンタイトへの分解反応であるパーライト変態を開始してしまうため
、パーライトを加工することになって、パーライト中の一部の板状セメンタイトはわずか
に分断されるものの、セメンタイトのアスペクト比はそれほど小さくならない。このよう
な場合には、球状化焼鈍時間の短縮効果は得られない。したがって、（Ａｒ1点＋１５０
℃）～Ａｒ1点の温度域において鍛造する必要がある。なお、球状化焼鈍の省略効果を得
るためには、（Ａｒ1点＋１２０℃）～（Ａｒ1点＋２０℃）の温度域において鍛造加工す
ることが好ましい。
【００７８】
　しかしながら、（Ａｒ1点＋１５０℃）～Ａｒ1点の温度域において鍛造する場合であっ
ても、１加工あたりの変形量が５％未満の場合には加工歪は蓄積されず、このため、旧オ
ーステナイト粒界および旧オーステナイト粒内に微細な初析セメンタイトを加工誘起析出
させることができないので、初析セメンタイトは旧オーステナイト粒界に沿ってネットワ
ーク状に析出してしまう。したがって、熱間鍛造時の１加工あたりの変形量は５％以上と
する必要がある。
【００７９】
　上記の「変形量」とは、粗成形品に加わった相当塑性歪の平均値を指し、相当塑性歪は
、益田らが「改訂工業塑性力学」（１９９５年２月２０日　第１５版、株式会社養賢堂発
行）の第１１３ページに示した手法により、鍛造で変形した断面内の歪を一軸引張りの塑
性歪へ換算することにより求めることができることは前述のとおりである。
【００８０】
　なお、既に述べたように、軌道輪のような部品に対しては、鍛造加工を複数回施すこと
により内外輪を同時に粗成形する方法が採られているが、熱間鍛造の１加工あたりの変形
量が５％未満の場合、加工歪は蓄積されず、旧オーステナイト粒界および旧オーステナイ
ト粒内に微細な初析セメンタイトを加工誘起析出させることはできず、初析セメンタイト
は旧オーステナイト粒界に沿ってネットワーク状に析出してしまう。
【００８１】
　したがって、上述の１加工あたりの変形量で５％以上の鍛造加工は２回以上であればそ
の上限回数は特に規定する必要はなく、素材と最終製品の寸法や形状などから適宜決定す
ればよい。
【００８２】
　１加工あたり５％以上の変形量で複数回の鍛造加工を行う場合であっても、加工間隔が
２ｓを超えると、加工歪の蓄積効果は乏しくなり、旧オーステナイト粒界および旧オース
テナイト粒内に微細な初析セメンタイトを加工誘起析出させることはできず、初析セメン
タイトは旧オーステナイト粒界に沿ってネットワーク状に析出してしまう。したがって、
加工間隔を２ｓ以下として鍛造加工する必要がある。より効果を発揮するには、加工間隔
を１ｓ以下として鍛造加工することが好ましい。
【００８３】
　なお、上記の加工間隔は短時間であればあるほど、加工歪の蓄積効果が発揮できるが、
鍛造設備の制約から、その下限は０．１ｓ程度である。
【００８４】
　（Ｄ）高炭素クロム軸受鋼鋼材の鍛造後の冷却条件
　本発明においては、前記（Ａ）項で述べた化学組成を有する高炭素クロム軸受鋼鋼材を
、前記（Ｂ）項に記載の条件で加熱し、次いで、前記（Ｃ）項で述べた鍛造を行って所定
の粗成形品形状にした後、４００℃までの温度域を５℃／ｓ以下の冷却速度で冷却する必
要がある。
【００８５】
　鍛造終了後４００℃までの温度域の冷却速度が５℃／ｓを超える場合には、冷却時にお
ける初析セメンタイトや残存セメンタイトの成長が阻害されるとともに、パーライト変態
するので、旧オーステナイト粒内にパーライトを構成する板状セメンタイトが析出するこ
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ととなって、アスペクト比の極めて大きなセメンタイトの量が全体として増えてしまう。
なお、冷却速度が極めて大きくなった場合には、パーライト変態ではなく、ベイナイト変
態やマルテンサイト変態が生じるため、パーライトを構成する板状セメンタイトの析出は
抑制できるものの、軸受粗成形品の硬さが高くなりすぎるので、最終形状にするための冷
間加工性や切削加工の低下を招いてしまう。したがって、所定の粗成形品形状にした後、
４００℃までの温度域を５℃／ｓ以下の冷却速度で冷却する必要がある。
【００８６】
　なお、上述の５℃／ｓ以下の冷却速度で冷却する温度域は鍛造後４００℃までとすれば
十分であって、４００℃を下回る温度域については特に規定する必要がない。このため、
製造設備や生産性を勘案して、例えば、空冷（放冷）、強制風冷やミスト冷却などから適
宜決定すればよい。
【００８７】
　また、上記の４００℃までの温度域の冷却速度の下限は、冷却速度を遅くすれば、パー
ライトの抑制効果が大きくなるが、冷却速度を遅くするための温度制御設備が必要となり
、結果として製造コストの増加を招くことから、５℃／ｈとするのが好ましい。
【００８８】
　以下、実施例により本発明を更に詳しく説明する。
【実施例】
【００８９】
　（実施例１）
　表１に示す鋼Ａ～Ｃを１５０ｋｇ真空溶解炉で溶解した後、インゴットに鋳造した。な
お、表１には、株式会社材料設計技術研究所で開発・販売されている状態図計算ソフトウ
ェア「Ｐａｎｄａｔ　ｖｅｒ．６．０」によって求めた各鋼のＡｅ1点およびＡｅｍ点も
併せて示した。
【００９０】
【表１】

【００９１】
　鋼Ａ～鋼Ｃのインゴットは１２５０℃で６０ｍｉｎ加熱し、仕上げ温度を１０００℃以
上として熱間鍛造し、直径３０ｍｍの丸棒を得た。
【００９２】
　このようにして得た直径が３０ｍｍの丸棒から、機械加工によって、直径が３ｍｍで長
さが１０ｍｍの変態点測定用試験片および直径が８ｍｍで高さが１２ｍｍの加工用円柱試
験片を作製した。
【００９３】
　次いで、上記の直径が３ｍｍで長さが１０ｍｍの試験片を用いて、フォーマスタ試験機
によって、各鋼の冷却過程におけるＡｒ1点を測定した。前記の表１に、各鋼のＡｒ1点を
併記して示す。
【００９４】
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　また、上記直径が８ｍｍで高さが１２ｍｍの円柱試験片を用いて、熱間加工試験機（加
工フォーマスタ試験機）により、表２に示す種々の条件で、熱間での２段圧縮加工を行っ
た。
【００９５】
　熱間加工後、４００℃までの温度域は冷却ガス（Ｈｅガス）の流量を変化させて冷却速
度を制御し、４００℃を下回る温度域は冷却制御は行わず、自然放冷して冷却した。
【００９６】
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【表２】

【００９７】
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　次いで、次に示す方法で、各熱間加工後の試験片のミクロ組織を調査した。
【００９８】
　先ず、各熱間加工後の試験片の中心軸を通り、加工方向である圧縮軸に平行に切り出し
た断面（以下、「縦断面」という。）が被検面になるように樹脂に埋め込み、鏡面研磨し
た後、ピクリン酸アルコール（ピクラル液）で腐食して、倍率を５０００倍として走査型
電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて１０視野についてミクロ組織画像を撮影した。なお、各視
野の面積は２５μｍ×２０μｍである。
【００９９】
　次に、上記の撮影画像を用いて、画像処理ソフトによって各セメンタイトの長径Ｌと短
径Ｗとを個々に測定し、Ｌ／Ｗが５．０以下であるセメンタイトの割合と、Ｌ／Ｗが２．
０以下であるセメンタイトの割合をそれぞれ、算出した。
【０１００】
　また、画像処理ソフトによってＬ／Ｗが２．０以下である各セメンタイトの円相当直径
を導出し、それを算術平均してＬ／Ｗが２．０以下であるセメンタイトの平均粒径を求め
た。
【０１０１】
　さらに、前記のミクロ組織を観察した試験片を用いて、２．９４Ｎの試験力で各試験片
について５カ所ずつＨＶ硬さの測定を行い、その値を算術平均して各試験片のＨＶ硬さを
調査した。
【０１０２】
　なお、以下の説明においては、上記のようにして求めたＬ／Ｗが２．０以下であるセメ
ンタイトの割合を「球状化率」という。また、後述するように一般に球状化処理条件とし
て用いられている２０時間を超えるような長時間処理で得られる場合の球状化率は８５％
程度であるため、球状化率８５％を球状化焼鈍が必要か否かの判断基準とした。
【０１０３】
　表２に、上記の各試験結果を併せて示す。なお、表２の「評価」欄における「◎」は球
状化率８５％以上を満たすもの、すなわち球状化焼鈍の省略効果が得られるものを示し、
球状化率８５％以上を満たさなかったものは、「－」で示した。
【０１０４】
　表２から、本発明で規定する条件を満たす試験番号１～１２のうち、加熱温度Ｔ℃が（
Ａｅ1点＋１５℃）～（Ａｅｍ点－４５℃）で、（Ａｒ1点＋１２０℃）～（Ａｒ1点＋２
０℃）の温度域において鍛造加工を行った試験番号２～４、試験番号８、試験番号１０お
よび試験番号１１の評価は「◎」であって、球状化率は８５％以上であり、球状化焼鈍が
省略可能である。この場合、ＨＶ硬さも２７０以下と低いことが判る。
【０１０５】
　（実施例２）
　前記の実施例１で作製した、直径が８ｍｍで高さが１２ｍｍの円柱試験片を用いて、表
３に示す条件で熱間での２段圧縮加工を行った。
【０１０６】
　なお、表３に示す試験番号２１～３４の２段圧縮加工はそれぞれ、加熱条件、加工条件
および冷却条件がいずれも、表２の試験番号１、試験番号５～７、試験番号９および試験
番号１２～２０と同じものであり、これらは、表２における評価が「－」、すなわち球状
化焼鈍省略効果が得られなかったものである。
【０１０７】
　次いで、上記のようにして加工した試験片のうち、試験番号２１～３３の試験片には図
１に示す全在炉時間が１２ｈの条件で、また、試験番号３４の試験片には図２に示す全在
炉時間が２４ｈの条件で、いずれも大気雰囲気の箱型電気加熱炉装置を用いて、球状化処
理を行った。
【０１０８】
　なお、図２に示す熱処理パターンは、一般に球状化処理条件として用いられている長時
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【０１０９】
　上記のようにして得た各試験片について、ミクロ組織を調査した。
【０１１０】
　すなわち、各熱間加工後の試験片の中心軸を通り、縦断面が被検面になるように樹脂に
埋め込み、鏡面研磨した後、ピクリン酸アルコール（ピクラル液）で腐食して、倍率を５
０００倍として走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて１０視野についてミクロ組織画像を
撮影した。なお、各視野の面積は２５μｍ×２０μｍである。
【０１１１】
　次に、上記の撮影画像を用いて、画像処理ソフトによって各セメンタイトの長径Ｌと短
径Ｗとを個々に測定し、Ｌ／Ｗが２．０以下であるセメンタイトの割合、すなわち球状化
率を算出した。
【０１１２】
　なお、球状化率については、一般に球状化処理条件として用いられている長時間処理を
模擬した試験番号３４の８５％を判定基準とした。
【０１１３】
　表３に、上記の試験結果を示す。なお、表３の「評価」欄における「○」および「×」
はそれぞれ、「球状化率が目標の８５％に達していること」および「球状化率が目標の８
５％に未達であること」を意味する。
【０１１４】



(16) JP 5018305 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

【表３】

【０１１５】
　表３から、本発明で規定する条件を満たす試験番号２１～２６の場合には、図１の全在
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在炉時間２４時間の長時間の熱処理パターンで球状化処理を施した試験番号３４の場合よ
りも高い、すなわち８５％を超える球状化率が得られており、球状化焼鈍時間の短縮効果
が得られることが明らかである。
【０１１６】
　一方、本発明で規定する条件を満たさない試験番号２７～３３の場合には、図１の処理
時間短縮の熱処理パターンでは、図２の長時間の熱処理パターンで球状化処理を施した試
験番号３４の場合よりも球状化率が低く、球状化焼鈍の時間短縮ができないことが明らか
である。
【０１１７】
　なお、図３に、球状化焼鈍の省略効果が得られた場合、すなわち表２の評価が「◎」で
あったもののミクロ組織の一例として、試験番号２におけるものを示す。また、図４およ
び図５に、球状化焼鈍の省略効果も球状化焼鈍時間の短縮効果が得られなかった場合、す
なわち表２の評価が「－」でかつ表３の評価が「×」であったものの球状化焼鈍前のミク
ロ組織の一例として、試験番号１５および試験番号１７におけるものを示す。
【０１１８】
　図３に示すように、表２の評価が「◎」の場合のミクロ組織は、板状セメンタイトが極
めて少なく、球状セメンタイトが占める割合が多く、球状化されていることは明らかであ
る。一方、図４および図５に示すように、表２の評価が「－」でかつ表３の評価が「×」
の場合のミクロ組織は、球状セメンタイトがほとんど生成せず、板状セメンタイト、つま
りパーライト組織を形成しており、球状化時間短縮に適するような好ましいミクロ組織が
得られていないことが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　本発明によれば、従来、熱間鍛造後の軸受粗成形部品に対して、冷間加工性や切削加工
性を高めるために施されていた２０時間を超えるような長時間の球状化焼鈍を省略あるい
はその球状化焼鈍の時間を短縮することができるので、エネルギー消費の少ない低コスト
かつ高い生産性の下に軸受部品、なかでも軌道輪のような部品を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】実施例２の試験番号２１～３３の試験片について、大気雰囲気の箱型電気加熱炉
装置を用いて行った球状化処理条件を説明する図である。
【図２】実施例２の試験番号３４の試験片について、大気雰囲気の箱型電気加熱炉装置を
用いて行った球状化処理条件を説明する図で、一般に球状化処理条件として用いられてい
る長時間処理の一例である。
【図３】実施例１の試験番号２の試験片について走査型電子顕微鏡で観察したミクロ組織
を示す図である。
【図４】実施例１の試験番号１５の試験片について走査型電子顕微鏡で観察したミクロ組
織を示す図である。
【図５】実施例１の試験番号１７の試験片について走査型電子顕微鏡で観察したミクロ組
織を示す図である。
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